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議案第１５５号 

「三重県立特別支援学校条例の一部を改正する条例案」 

１ 改正理由 

県立特別支援学校玉城わかば学園に在籍している児童及び生徒の増加に伴い、県立特別

支援学校の規模及び配置の適正化を図るため、松阪地域に特別支援学校を新設するもので

す。 
 
２ 改正内容 

「三重県立松阪あゆみ特別支援学校」を新設します。 
 
３ 施行期日 

   平成 30 年４月１日 
 
（参考）三重県立松阪あゆみ特別支援学校について 

１ 学校の概要 

（１）設置場所  松阪市久保町地内 （元三重中京大学校地） 

（２）敷地面積  13,863.07㎡ （延床面積  6,028.15㎡） 

（３）対  象  知的障がいのある児童生徒 

（４）設置学部及び児童生徒数（想定） 

   小学部約 20名、中学部約 40名、高等部約 80名  計 約 140名 

（５）通学区域  松阪市、多気町、明和町、大台町 

 

２ 学校の特色 

（１） 自立と共生をめざす教育課程 

子どもたちの年齢や発達段階に応じたキャリア教育やコミュニケーション指導の充実を中

心に、小中高等部の学びがつながる教育課程を編成し、子どもたち一人ひとりに配慮した支

援体制を築きます。高等部では、企業就労をめざすコースなど、特色ある複数の教育課程を

編成し、卒業後の進路や生活を見据えた取組を行います。 

（２） 立地を生かし地域に根ざした教育活動 

新校は松阪市の市街地にあり、周辺には教育や福祉の関連施設等があることから、こうし

た機関を利活用した交流学習や職場実習を積極的に行うとともに、地域とのつながりを大切

にした教育活動を進めます。また、隣接する松阪市子ども発達総合支援センターや福祉サー

ビス事業所等との連携を図り、地域の子どもたちへ充実した指導・支援を行います。 

（３） 特別支援教育のセンター的機能としての支援体制 

松阪市及び多気郡の小中学校及び高等学校への指導・助言、また特別支援教育に係る情報

発信や研修会の実施等を通じて、地域における特別支援教育のセンター的機能を発揮します。 
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１ 次期県立高等学校活性化計画（仮称）中間案について 
 

現行の「県立高等学校活性化計画」の計画期間が平成 28 年度末で終了す

ることから、次期の「県立高等学校活性化計画（仮称）」（以下「次期計画」

という。）を策定しています。三重県教育改革推進会議における審議や地域

協議会、県議会での意見をふまえ、別添のように中間案をとりまとめまし

た。 

中間案の概要は、以下のとおりです。 

 

次期計画のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ はじめに（別添 Ｐ1） 

（１）これまでの経緯 

県教育委員会では、中学校卒業者数の減少が予測されるなか、「県立 

高等学校再編活性化基本計画」（平成 14～23 年度）および「県立高等

学校活性化計画」（平成 24～28 年度）に基づき、学校の特色化・魅力

化など活性化に取り組んできました。 

 

（２）策定の趣旨 

県立高等学校の活性化については、平成 27 年度に策定した「三重県

教育施策大綱」、「三重県教育ビジョン」の方向性をふまえ、地域の状

況、学校の果たす役割、学校の特色等に配慮しながら、高校教育を取

り巻く環境変化などに対応するため新たな活性化計画を策定します。 

 

（３）計画期間 

  平成 29 年度から 33 年度までの５年間の計画とします。 

 

２ 県立高等学校をめぐる現状と課題（別添 Ｐ２～Ｐ４） 

  グローバル化や産業構造の変化など社会の急激な変化と、学習指導要

領の改訂など国の教育改革に的確に対応していく必要があります。 

（１）社会の変化 

   グローバル化・情報化の進展、産業構造の変化、人口減少の進行 

①   これからの社会で必要とされる資質・能力を育む観点を重視し、

次期学習指導要領で位置づけられる「主体的・対話的で深い学びの

実現」や「カリキュラム・マネジメント」の考え方を踏まえた取組

を位置づけたこと 

②   人口減少や生徒数の大幅な減少が見込まれるなか、高等学校活性

化の取組に、地方創生、地域の担い手育成の視点を取り入れたこと 

③   １学年２学級の高等学校については、地域が一体となって活性化

を図る枠組みを設けたこと 
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（２）教育をめぐる動き 

   国の教育改革等の状況、三重県の高校教育の状況 

（３）ニーズの多様化 

（４）中学校卒業者数の減少 

   平成 28 年３月から平成 33 年３月までに、約 2,200 人減少の見込み 

 

３ 県立高等学校活性化の基本的な考え方（別添 Ｐ５～Ｐ６） 

（１）新しい時代を生き抜いていく力の育成 

    将来予測が難しい社会にあって、主体的・対話的で深い学びへの

転換を進めることで、自立する力や共生する力など、知識や技能の

習得に加え、それらを活用する力を含めた、これからの時代を生き

抜いていく力を育成します。 

 

（２）生命を大切にする心を育み一人ひとりに応じた教育の実現 

自他の生命を尊重する心や思いやりの心、規範意識などを育む教  
育に取り組むとともに、学び直しや日本語指導、特別な支援などさ

まざまな教育的ニーズに応じた支援に取り組みます。 

 

（３）人口減少社会における高等学校のあり方 

    地方創生の取組が進むなか、高等学校は「地域でどのような役割

を担い地域に貢献するか」という視点で、地域や産業界は「子ども

たちのために学校とともに取り組む」という視点で相互に協力して

学校の活性化を図ります。 

 

（４）学校の組織力と教職員の資質の向上 

    校長をはじめ全ての教職員が学校マネジメントの考え方のもと、

継続的な改善活動に取り組むとともに、専門性の向上など、教職員

の資質・能力を高める取組を進めます。 

 

４ 県立高等学校活性化のための取組 

  活性化の具体的な取組を進めるにあたっては、「３県立高等学校活性

化の基本的な考え方」をふまえ、生徒や地域の状況など各学校の実態等

に応じて、次の取組を進めます。 

（１）新しい時代に求められる学びへの変革（別添 Ｐ７～Ｐ９） 

  ①主体的で深い学びに協働して取り組む教育の充実 

  ②生徒の成長を促す評価方法の改善 

  ③カリキュラム・マネジメントを取り入れた学校教育の改善 

  ④ＩＣＴ活用による学びの充実 

  ⑤特別活動等の活性化 

 

3



（２）社会とつながり貢献する力の育成（別添 Ｐ９～Ｐ11） 

  ①社会の一員としての自覚と責任を育む教育の推進 

  ②グローカル人材の育成 

  ③キャリア教育の推進 

  ④学校の枠を越えた学びの充実 

 

（３）生徒一人ひとりに応じた多様な教育の推進（別添 Ｐ11～Ｐ13） 

  ①学びに向かう力を育む教育の推進 

  ②特別支援教育の充実 

  ③定時制教育・通信制教育の充実 

  ④外国人生徒教育の充実 

  ⑤経済的に不利な環境にある生徒への支援 

 

（４）地域で学び地域を活かす教育の推進（別添 Ｐ14～Ｐ15） 

  ①地域を学び場とした教育の充実 

  ②大学等と連携した教育の推進 

  ③産業界と連携した職業教育の推進 

  ④地域に根ざした防災教育の推進 

 

（５）新しい学びと多様で専門的な教育を実践する教職員の育成（別添Ｐ15～Ｐ16） 

  ①授業力の向上 

②多様な教育課題への対応 

  ③組織運営体制の強化による教育活動の質の向上 

 

５ 社会の変化に対応した県立高等学校のあり方 

（１）各学科の活性化（別添 Ｐ17～Ｐ20） 

各学科の現状と課題および活性化の方向性をふまえ、活性化の取組

を進めます。 

①  現状と課題 

②  各学科の活性化の方向性  

 

（２）県立高等学校の規模と配置（別添 Ｐ20～Ｐ22） 

①基本的な考え方 

 ・集団のなかで社会性を身につけることや多様な選択科目の開設が

求められていることなどから一定の学校規模が必要であるという

視点と、地域の担い手育成などの地方創生や通学実態など教育機

会の保障という視点の両面から、地域の状況、学校の果たす役割、

学校・学科の特色等に配慮しつつ、総合的に検討します。 

 ・今後の地域の高等学校の活性化については、生徒はもとより、県

民の方々が学校の特色や果たす役割などに積極的な意義を感じ、
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「行きたい学校」、「誇りに思う学校」となることを目指し、学校、

地域や産業界、行政等、全ての関係者が当事者意識を持って具体

的な方策をともに考え、行動していく必要があります。 

②高等学校の規模と配置 

（望ましい学校規模） 

・社会性の育成、学校行事や部活動の充実等のためには一定の規模  
 が必要となることなどから、多くの県で１学年４学級から８学級  
 を適正規模としている状況をふまえるとともに、本県の地理的特  

徴や地域により状況が異なることを考慮し、望ましい学校規模に  
ついては、引き続き１学年３学級から８学級とします。  

  （１学年２学級以下の高等学校） 

・１学年２学級の高等学校は、地域の状況、学校・学科の特色、生

徒の通学実態等をふまえ、特に存続が必要と考えられる場合には、

以下のように活性化に取り組みます。 

 ア 学校ごとに、市町関係者、地元産業界、小中学校および高等

学校の保護者・教員等で構成する協議会を設置し、それぞれが

活性化の具体的方策を検討したうえで、一体となって活性化に

取り組みます。  
 イ 活性化の取組期間は、３年間を原則とし、毎年度検証を行い、

３年経過後に、その後の方向性を検討します。  
   活性化に係る取組期間中に、大幅な欠員が生じた場合には、

３年間の活性化の取組を継続しつつ、必要に応じて学級減を行

います。  
 ウ １学級規模となった学校については、取組期間３年目を含め

２年連続して入学者数が定員の３分の２に満たない場合には、

統廃合や設置形態の変更などを協議します。  
   活性化計画最終年度の平成 33年度に、総括的な検証を行い、

その後のあり方を改めて検討します。  
・１学年２学級の高等学校のうち、地域の協力による活性化の取組

が困難な場合等は統廃合等を視野に入れて協議します。  
  （１学年３学級以上の高等学校） 

・１学年３学級の高等学校は、今後、中学校卒業者数の減少が予測

されるなかで、学校の活力を維持していく観点から、状況に応じ

て、２学級の学校と同様の協議会を設置し、活性化の取組を進め

ます。  
・１学年９学級の高等学校については、８学級以下の学校規模とな

るよう、各地域の中学校卒業者数の推移等を考慮しつつ検討を進

めます。  
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６ 今後の策定スケジュール  
県民、各地域協議会、市町教育委員会、県議会等の意見をふまえ、

教育改革推進会議の審議等を経て最終案を策定します。 

12 月中旬～１月中旬  パブリックコメント 

３月 13 日      教育警察常任委員会  最終案の説明 

３月         教育委員会定例会      議決 
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骨子案からの中間案への主な変更点 

 

番号 骨子案 中間案 変更点 

1 ４ 県立高等学校活性化のための取組 

（２）社会とつながり貢献する力の育成 

②キャリア教育・職業教育の充実 

 

（４）地域で学び地域を活かす教育の推進 

③産業界と連携した教育の推進 

４ 県立高等学校活性化のための取組 

（２）社会とつながり貢献する力の育成 

③キャリア教育の推進 

 

（４）地域で学び地域を活かす教育の推進 

③産業界と連携した職業教育の推進 

 

 

重複記述を

解消するた

め構成を変

更 

(教育改革推進会

議意見の反映) 

2 Ｐ３ 

生徒一人ひとりに応じた教育の実現 

Ｐ５ 

生命を大切にする心を育み一人ひと

りに応じた教育の実現 

 

 

表題の変更 

3 ― Ｐ５ 

○学校教育全体において、自他の生

命を尊重する心や思いやりの心、

規範意識などを育む教育に取り組

む。また、一人ひとりの存在や思

いが大切にされ、多様性を認め合

う学校づくりを進める。 

 

 

 

記述の追加 

(教育改革推進会

議意見の反映) 

4 Ｐ３ 

○いじめや暴力行為等の未然防止・

早期発見・早期解決に努めるとと

もに、不登校の状況にある生徒へ

適切な支援を行うなど、生徒が安

心して学校生活を送れるよう取り

組む。 

Ｐ５ 

○「いじめは絶対に許さない」「子ど

もたちを徹底して守り通す」とい

う覚悟をもって、いじめや暴力行

為等の未然防止・早期発見・早期

解決に努めるとともに、不登校の

状況にある生徒へ適切な支援を行

うなど、安心して学校生活を送れ

るよう取り組む。 

 

 

 

記述の精査 
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番号 骨子案 中間案 変更点 

5 Ｐ４ 

○基礎・基本となる学力の定着に加

えて、習得・活用・探究という学

習プロセスを展開し、「どのように

学ぶか」という学びの質の転換や、

主体的・対話的で深い学びの実現

を目指した教育を推進する。 

 

○新しい時代に必要となる力の育成

など、能動的・探究的な学びに特

化した学科やコースの設置につい

て研究する。 

Ｐ７ 

○これからの社会で必要となる基礎

的・基本的な知識・技能、協働し

て課題を解決していくための思考

力・判断力・表現力等、リーダー

シップやチームワーク、優しさや

思いやりなどの人間性を含めた資

質・能力を育むため、生徒自らが

深く考える学習や周囲と協力して

課題を解決する活動を取り入れた

教育を推進する。 

○生徒が学ぶことに興味・関心を持

ち、自分の将来と結びつけて学習

に取り組む「主体的な学び」、生徒

が他の生徒や教職員、地域の人と

対話しながら、自分の考えを広げ

深める「対話的な学び」、各教科等

で得た知識や考え方を活用して問

題解決等に向けて探究する「深い

学び」の視点で、「どのように学ぶ

か」という学びの質を重視した教

育に取り組む。 

○生徒が各教科等で身につけた力を

基礎として、「総合的な学習の時

間」や特別活動のなかで、教科横

断的な学びや社会に参画する活動

を取り入れることで、実社会のさ

まざまな場面で活用できる能力の

育成を目指す。 

○将来への人生観の礎を築き、論理

的に物事を考える土台となる力を

養うため、読書や体験活動等を通

じて、歴史や文学、科学、芸術等、

さまざまな分野への関心を高め、

幅広い視野や知識とともに、それ

らを統合して考える力を育む教育

を推進する。 

記述の充実 
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番号 骨子案 中間案 変更点 

6 ― Ｐ７ 

○生徒一人ひとりの基礎学力の定着

を図り､高等学校教育の質の確保に

つながるよう、県独自の「みえベ

ーシックチェック（仮称）」を活用

して各学校が自校生徒の基礎学力

の定着度合いを把握し、指導の工

夫・改善に取り組む。 

取組の追加 

7 ― Ｐ８ 

○生徒の状況や地域の特色等に応じ

た教育課程を編成し実施していく

ため、各学校が目指す教育内容や教

育活動に必要な地域の人的・物的資

源の効果的な活用を促進する。 

取組の追加 

8 ― Ｐ９ 

○福祉施設や幼稚園・保育所等との交

流、地域イベントへの協力などを通

じて生徒の文化的な活動を地域に

広げることにより、自己肯定感や意

欲を高めるとともに、活動の経験を

活かして、地域で主体的に活躍して

いく力を育む。 

取組の追加 

(教育改革推進会

議意見の反映) 

9 ― Ｐ10 

○インターネットやスマートフォン

などの急激な普及により、ＳＮＳ 

等でのトラブルやいじめが社会問

題となっていることから、インター

ネット利用に関わるルールやマナ

ーとスマートフォン等の適切な使

い方を身につけられるよう情報モ

ラル教育に取り組む。 

取組の追加 

（県 立校 長 会

意見の反映） 

10 ― Ｐ10 

○労働や社会保障制度等に関する知

識を身につけ、生涯にわたる自己の

生き方や働き方について考える力

を育むため、関係機関や団体等と連

携して働く意義や労働者の権利と

義務等を学ぶ講座を拡充する。 

取組の追加 

9



番号 骨子案 中間案 変更点 

11 ― Ｐ10 

○語学力の向上や国際理解の促進とと

もに、世界の人々と協調していく態度

を育成するために、大学との連携等を

通じて、世界の課題に係る研究や論文

作成等、発展的に学習できる機会を拡

充する。 

 

取組の追加 

12 ― Ｐ11 

○将来に対する目的意識や学習意欲

の向上につながるよう、企業や大

学で活躍する卒業生から仕事や大

学生活等について学ぶ機会の拡充

と就職や職場定着の支援に係る外

部人材等の効果的な活用を促進す

る。 

 

取組の追加 

(教育改革推進会

議意見の反映) 

13 ― Ｐ11 

○さまざまな学校の生徒が集い、各

校の特色ある学習成果を発表し、

今日的な課題について意見交換す

る「高校生フォーラム」を開催す

ることで、学習成果の共有や学習

意欲の向上につなげる。 

取組の追加 

14 ― Ｐ12 

○特別な支援を必要とする生徒によ

り適切な支援ができるよう、特別

支援学校や医療・福祉等の関係機

関との連携を推進する。 

取組の追加 

15 ― Ｐ12 

○定時制・通信制課程に学ぶ生徒が

自尊感情を高められるよう、学校

や社会での生活について発表し、

他の生徒と共有する「定時制・通

信制生徒生活体験発表会」を継続

して開催する。 

 

取組の追加 

(常任委員会意

見の反映) 

10



番号 骨子案 中間案 変更点 

16 ― Ｐ13 

○生徒が安定した高校生活を送ると

ともに、将来に対する目的意識を

持つことができるよう、地域の経

済団体や関係機関等と連携し、定

時制課程で学ぶ生徒の状況や卒業

後の進路希望等に応じた就労支援

や就職指導に取り組む。 

取組の追加 

(常任委員会意

見の反映) 

17 ― Ｐ13 

○教育費負担を軽減するため、低所得

世帯の生徒の保護者等に対して、高

校生等奨学給付金を支給する。 

 

取組の追加 

18 ― Ｐ13 

○経済的な理由により高等学校等に

おける修学が困難な生徒を支援す

るため、三重県高等学校等修学奨

学金を貸与する。また、生徒・保

護者が利用しやすくなるよう、継

続的に制度の改善を図る。 

 

取組の追加 

19 ― Ｐ14 

○持続可能な社会づくりの担い手と

なる資質や能力を育成するため、

地域の環境問題等に関する講演会

などを通じ、環境への関心を高め、

世界が直面している課題を自らの

生活や地域課題と結びつけて考え

る機会を拡充する。 

 

取組の追加 

（県 立校 長 会

意見の反映） 

20 ― Ｐ14 

○地域の課題解決や活性化に取り組

む県内外の高校生が集う「高校生

地域創造サミット（仮称）」を実施

し、発表やディスカッションを通

じて、生徒が自らの取組の良さや

改善点を認識することにより、自

信や意欲の向上を図る。 

 

取組の追加 

11



番号 骨子案 中間案 変更点 

21 ― Ｐ14 

○生徒のより発展的な学習ニーズに

対応するとともに、大学での専門

教育への円滑な接続につながるよ

う、最先端の研究を行っている大

学等と連携したセミナーや研修、

実験・実習等を実施する。 

取組の追加 

(教育改革推進会

議意見の反映) 

22 ― Ｐ14 

○スーパーサイエンスハイスクール指

定校における課外授業や部活動に、

中学生が参加し発展的な学習や研究

に触れる機会を設けるなど、中学校

と高等学校の学習内容の接続を図

り、生徒の学びを継続・深化させる

ための取組を検討する。 

取組の追加 

23 ― Ｐ15 

○地域産業を牽引する技術者を育成

するため、工業高等学校に専攻科

を設置し、地域の企業との連携の

もと、デュアルシステム などを通

じて実践的な知識・技能や技術の

定着を図る。そのため、地域・産

業界等とともにネットワークを構

築し、産業界からの講師派遣や企

業の持つ設備等を活用した学習環

境の構築を推進する。 

取組の追加 

24 ― Ｐ16 

○教員の指導力向上につながるよ

う、教職大学院等との連携を推進

し、大学教員の学校訪問等を通じ

て、最新の教育理論や実践例に触

れる機会を創出する。 

取組の追加 

(教育改革推進会

議意見の反映) 

25 ― Ｐ16 

○教育委員会と教員養成を行う大学

等で構成する協議会を設置し、教

員養成や教員研修等について協議

を行うことにより、教員の資質向

上に取り組む。 

 

取組の追加 

 

12



番号 骨子案 中間案 変更点 

26 Ｐ10 

５ 社会の変化に対応した県立高等

学校のあり方 

（１）各学科の活性化の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本県の県立高等学校は、全日制課

程を 54 校に、定時制課程を 13 校

に、通信制課程を２校に設置して

いる。また、普通科、専門学科、

総合学科の割合は、およそ６：３：

１となっている。 

○これまで少子化が進行するなか

で、地域や子どもたちの学習ニー

ズ等を踏まえつつ、専門学科の拠

点化や学科の新設・改編、通学区

域に１校以上の総合学科の設置、

普通科における特色ある学科・コ

ースの設置、特色ある教育活動の

推進など、県立高等学校の活性化

を進めてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ17～20 

５ 社会の変化に対応した県立高等

学校のあり方 

（１）各学科の活性化 

全ての高等学校において、学校の

状況や生徒の実態に応じて、「４ 

県立高等学校活性化のための取

組」に基づいて取組を進める。ま

た、高校教育を取り巻く環境が変

化するなかで、各学科については、

以下の方向性をふまえ､活性化に取

り組む。 

 

①現状と課題 

○これまで、地域や生徒の学習ニー

ズ等をふまえつつ、専門学科の拠

点化や学科の新設・改編、通学区

域に１校以上の総合学科の設置、

普通科における特色ある学科・コ

ースの設置、特色ある教育活動の

推進など、県立高等学校の活性化

を進めてきた。 

○本県における学科の定員について

は、将来の職業選択を視野に入れ

た学びに対するニーズや地域や産

業の担い手育成に対するニーズ等

をふまえ、全日制課程の普通科、

専門学科、総合学科の比率を、お

よそ６：３：１としている。  

○生徒が主体的に卒業後の進路を選

択し自己実現を図ることができる

よう、各学校が生徒の状況等に応

じたキャリア教育を推進するとと

もに、職業系専門学科における専

門教育の充実に取り組んでいる。

県立高等学校卒業者の進路（平成

26 年度卒業生）については、大学・

短大への進学率が 45.0％（全国：

記述の充実 

13



番号 骨子案 中間案 変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.8％）、就職率が 32.4％（全国：

21.3％）となっており、全国と比

較して就職者の割合が高い。 

 

ア 普通科・普通科系専門学科  

○普通科に学ぶ生徒の進路希望は、

大学、短大、専修学校への進学や

就職等、多岐にわたっていること

から、発展的な内容を学習する機

会の提供、義務教育段階の学習内

容を学び直す機会の提供、幅広い

進路希望に対応した指導等、生徒

の実態に応じた取組が必要であ

る。 

○普通科においては､進学を希望する

生徒が多いことなど、学ぶことと

働くことのつながりを実感しにく

い傾向があるため、全ての生徒に

望ましい勤労観・職業観や社会

的・職業的自立に向けて必要な能

力等を育むキャリア教育に一層取

り組む必要がある。 

○卒業後に就職を希望する生徒が多

い普通科高校では、高等学校での

学習内容の確実な定着とともに、

社会における一般的なマナーや働

き方に関する理解など、在学中か

ら社会人として生きていくための

資質や能力を育む教育が必要であ

る。 

○平成 32 年度から「大学入学希望者

学力評価テスト（仮称）」が実施さ

れる予定となっており、特に大学

進学を希望する生徒の多い学校に

おいては、教育内容の工夫など、

適切に対応していくことが求めら

れている。 

 

14
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イ 職業系専門学科  

○人口減少が進むなかで、県内各地

域で産業の中核を担う人材や後継

者等の不足が課題となっている。

また、地方創生の観点から、新た

な産業や仕事の創出、地域を活か

した商品の開発など、地域を活性

化していくことができる人材が求

められている。 

○グローバル化の進展に伴い、就職

後に海外で勤務する卒業生が増加

していることから、郷土の歴史・

文化に関する知識や異なる文化に

対する理解、英語によるコミュニ

ケーション能力、海外勤務等に関

する知識、多様な考え方を持つ

人々と協働して課題を解決してい

く力が求められている。 

○普通教科に関する学力の確実な習

得に加え、専門学科から大学、短

大、専修学校へ進学する生徒が増

えていることから、進路状況に応

じて高等教育との接続も視野に入

れた専門教育の充実等、専門学科

ならではの教育課程を一層工夫し

ていく必要がある。 

 

ウ 総合学科  

○原則として全員が履修する科目

「産業社会と人間」を中心とした

将来の進路への自覚を深める学習

や特色ある教育活動の実施など、

総合学科の趣旨に即した教育活動

が展開されている。その反面、科

目選択の自由度が高いことによ

り、系統的な学力や専門性が十分

身につかない場合があるという課

題も指摘されている。 

15



番号 骨子案 中間案 変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人口減少社会が進行するなかで、県

内各地域では地域の担い手の育成

や若者の県内定着等、地方創生の取

組が進められている。こうした地域

の活性化や担い手育成等のニーズ

に応えるための学科等の新設・改編

については、地域全体の学科のあり

方や教育内容の見直しも合わせて

検討していく必要がある。 

○学校の規模や生徒の実態、地域の

状況に応じて、大学や地域と連携

した授業をはじめとした単位制に

よる幅広い選択科目の開設など、

総合学科の特色を生かして、地方

創生など社会の変化やニーズの多

様化に適切に対応していく必要が

ある。 

○総合学科は、普通科、専門学科に

並ぶ新たな学科として平成６年度

から設置され、本県では各地域に

８校設置しているが、今なお、中

学生や保護者の総合学科への理解

や認知度が低いとの指摘もあるた

め、教育内容等について､一層の周

知が必要である。 

 

②各学科の活性化の方向性 

○人口減少が進行するなかで、県内

各地域では地域の担い手の育成や

若者の県内定着等、地方創生の取

組が進められている。こうした地

域の活性化や担い手育成等のニー

ズに応えるための学科等の新設・

改編については、地域全体の学科

のあり方や教育内容の見直しも合

わせて検討する。 

 

ア 普通科・普通科系専門学科 

○大学等への進学を希望する生徒が

多い学校では、「大学入学希望者学

力評価テスト（仮称）」の趣旨をふ

まえて指導方法の工夫・改善に取

り組むとともに、学校間で指導方

法等の情報共有を図ることや生徒

が学校の枠を越えてともに学ぶ機

会を設けることなどを通じて県全

体の指導の充実を図る。また、生

16



番号 骨子案 中間案 変更点 

徒が自らの将来のキャリアプラン

をイメージできるよう、大学の研

究室や企業における実務等を体験

する機会を拡充する。 

○就職希望者が多い学校では、基礎

学力の確実な定着に加えて、生徒

の意欲を一層引き出すよう、教え

あい学びあうなど生徒が主体的で

協働的に取り組む授業づくりを推

進する。また、地域や企業等と連

携した体験的な学習機会を設けた

り、職業に関する科目や学校設定

科目を効果的に取り入れたりする

など、職業に対する理解と目的意

識の向上を図り、適切な職業選択

につなげるとともに、社会人とし

て求められるマナーやルール、働

き方に関する知識の定着、コミュ

ニケーション能力等の育成を図

る。 

○普通科系専門学科やコースでは、

その特色を活かし、大学等と連携

しながらより高度で発展的な内容

の学習機会を提供し、専門性を活

かした進路実現につなげるととも

に、専門教育の拠点として、他の

学校や学科に指導方法等の普及を

図る。 

 

イ 職業系専門学科 

○ものづくりやサービス等のさまざ

まな分野で中核的な役割を担う力

や新たな「もの」や「仕組み」を

創造しようとする意欲を育むた

め、高度な資格取得や企業での実

習、商品開発など、実践的で体験

的な学習を推進する。また、イン

ターンシップや職業人からの講

17



番号 骨子案 中間案 変更点 

話、企業との協働等を通じて、地

域の産業に対する理解を深めると

ともに、地域に貢献していく意欲

の向上を図る。 

○価値観の異なる多様な人々と協働

していく力を育成するため、語学力

やコミュニケーション能力の向上

とともに、郷土や異文化に対する理

解を深める取組を推進する。また、

海外での仕事に対する関心や理解

を高めるため、海外インターンシッ

プや外国での勤務経験がある職業

人の講話などを実施する。 

○専門学科の生徒が、将来に対する

明確な目的意識を持つとともに、

より高度な知識や技術を習得でき

るよう、大学での講義や実験を体

験する機会を拡充する。 

○産業構造の変化に対応できる幅広

い視野や知識が身につくよう、学

科を越えて専門分野以外の内容を

学ぶことができる総合選択制 や

学校間連携などの方策について検

討する。 

 

ウ 総合学科 

○生徒が主体的に選択して学習する

総合学科の特色を活かした教育活

動の充実を図るため、地域や大学

等の学校外の人材や資源を積極的

に活用し、多様な分野の学習機会

を提供する。また、社会の変化や

生徒の学習ニーズ、地域の担い手

育成に関するニーズ等に適切に対

応するため、教育内容や系列につ

いて継続的な見直しを進める。 

○生徒が目的を持って系統的に系列

や科目を選択できるよう、「産業社

18



番号 骨子案 中間案 変更点 

会と人間」における効果的な指導

の工夫やキャリアガイダンスの充

実を図るとともに、各種資格取得

に向けた学習を取り入れるなど、

教育課程の工夫・改善を図る。 

○中学生や保護者、地域の方々が総

合学科の特色について理解を深め

られるよう、地域での学習活動や

小中学校への出前授業などを推進

するとともに、成果発表会等を通

じて、学校での実践や課題研究の

成果、総合学科の魅力等を一層積

極的に発信する。 

27 Ｐ10 

（２）県立高等学校の規模と配置について 

①基本的な考え方 

○学校では、生徒が集団のなかで多

様な考えに触れ、認め合い、協力

し合い、切磋琢磨することを通じ

て思考力や表現力、判断力、問題

解決能力などを育み、社会性や規

範意識を身につけることが重要で

ある。 

○高等学校では、生徒の実態や進路

希望等に応じた多様な選択科目の

設置等が求められていることか

ら、一定の教員数が必要となる。 

○地方創生や教育機会の保障等の観

点から、学校の規模だけでなく地

域の状況や学校の果たす役割等を

踏まえてあり方を検討する必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

Ｐ20 

（２）県立高等学校の規模と配置 

①基本的な考え方 

○高等学校においては、生徒が集団のな

かで多様な考えに触れ、認め合い、協

力し合い、切磋琢磨することを通じ

て、思考力や表現力、判断力、問題解

決能力などを育み、社会性や規範意識

を身につけることが重要である。ま

た、生徒の実態や進路希望等に応じた

多様な選択科目の開設が求められて

いることや専門性などでバランスの

とれた教員配置が望ましいことから、

一定の教員数が必要である。 

○高等学校の配置については、学校

の規模だけでなく、地域の担い手

育成や若者の地域への定着などの

地方創生の取組が進められている

ことや、生徒の通学などの教育機

会の保障に配慮することなどをふ

まえて考える必要がある。 

○高等学校の規模や配置、学科のあ

り方については、以上の２つの視

点から、地域の状況、学校の果た

す役割、学校・学科の特色等に配

記述の精査 
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番号 骨子案 中間案 変更点 

 

○今後の地域の高等学校の活性化に

ついては、学校の置かれた環境の

なかで、学校、地域、行政等、す

べての関係者が当事者意識をもっ

てどのように関わっていくかを考

えて、ともに行動していく必要が

ある。 

 

 

 

 

慮しつつ、総合的に検討する。 

○今後の地域の高等学校の活性化に

ついては、生徒はもとより、県民

の方々が学校の特色や果たす役割

などに積極的な意義を感じ、「行き

たい学校」、「誇りに思う学校」と

なることを目指して取り組んでい

くことが重要である。そのため、

学校の置かれた環境のなかで、学

校、地域や産業界、行政等、全て

の関係者が当事者意識を持って具

体的な方策をともに考え、行動し

ていく必要がある。 

28 Ｐ11 

②高等学校の規模と配置 

○学校教育法施行規則において、中

学校の学級数は、１学年４学級か

ら６学級を標準とされている。文

部科学省が平成 27 年１月に策定

した「公立小学校・中学校の適正

規模・適正配置等に関する手引き」

では、生徒に社会性等を身につけ

るなどの教育を十分に行うために

は、一定の児童生徒の集団が確保

されていることや、バランスのと

れた教職員集団が配置されている

ことが望ましいとの観点から、一

定の学校規模が必要としている。 

 

 

○高等学校は社会への接続の面など

で、社会性の育成がさらに重要と

なること、生徒の学習ニーズに応

じた幅広い教科・科目の開設や、

学校行事や部活動を十分に行うた

めには一定の規模が必要となるこ

となどから、多くの県で１学年４

から８学級を適正規模としてい

Ｐ21～22 

②高等学校の規模と配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（望ましい学校規模） 

○高等学校は社会への接続の面など

で社会性の育成が重要となるこ

と、学習ニーズに応じた幅広い教

科・科目の開設、学校行事や部活

動の充実のためには一定の規模が

必要となることなどから、多くの

県で１学年４学級から８学級を適

正規模としている。こうした状況

記述の充実 
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番号 骨子案 中間案 変更点 

る。こうした状況を踏まえるとと

もに、本県の地理的な特徴を考慮

して、原則として１学年３学級か

ら８学級を適正規模とする。 

 

 

 

○適正規模を下まわることとなる小

規模校の活性化、規模の適正化に

ついては、次の考え方を基本とし

て、今後さらに検討を進める。 

 

ア １学年２学級の規模をコンセプ

トの一つとして開校した学校につ

いては、改めて設置の意義、その

後の状況や環境の変化等を検証

し、今後のあり方を検討する。 

 

イ １学年２学級の高等学校につい

ては、改めて設置の意義を検証し、

原則として分校とするとともに、

近隣の高等学校との統廃合を視野

に入れて活性化に係る協議を行う

が、設置の意義を検証するなかで、

地域の状況、学校・学科の特色、

生徒の通学の実態等から、特に存

続が必要と考えられる学校につい

ては、本校としての存続を検討す

る。 

ウ １学年２学級の本校として存続

する際には、一定の期間を設定し、

地域の人材の活用やＩＣＴを活用

した学習機会の充実など、小規模

校のデメリットを最小化するよう

取り組むとともに、生徒へのきめ

細かい指導など、小規模校のメリ

ットを生かして、地元市町や地域

と連携した活性化に取り組む。こ

をふまえるとともに、本県の地理

的な特徴や地域により状況が大き

く異なることを考慮して、望まし

い学校規模については、引き続き

１学年３学級から８学級とする。 

 

（１学年２学級以下の高等学校） 

○１学年２学級の高等学校は、改め

て設置の意義を検証しつつ、地域

の状況、学校・学科の特色、生徒

の通学実態等をふまえ、特に存続

が必要と考えられる場合には、以

下のように活性化に取り組む。 

 

 

ア 学校ごとに、市町関係者、地元

産業界、小中学校および高等学校

の保護者・教員等で構成する協議

会を設置し､学校や地域等の関係者

が役割を分担しながら、それぞれ

が活性化の具体的方策を検討した

うえで、計画を策定し一体となっ

て実施していくことで活性化に取

り組む。 

  その際、学校は「地域でどのよ

うな役割を担い地域に貢献する

か」という視点で、地域や産業界

は「子どもたちのために学校とと

もに取り組む」という視点で、取

組を進める。 

（取組の具体例） 

・地元市町や産業界による学習支援

や学習機会の提供、ICT を活用した

他校との連携等の小規模校のデメ

リットの最小化 

・生徒へのきめ細かい指導や地域に

おける学校全体での体験活動の実

施等の小規模校のメリットの効果

 

(常任委員会意

見の反映) 
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番号 骨子案 中間案 変更点 

うした取組の結果、状況が改善し

ない場合は、分校化や他校との統

合、設置形態の変更など、生徒の

学びを保障するためのあらゆる可

能性について協議する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的な活用 

・地域の特性を活かした特色ある教

育の推進、大学との連携、地元小

中学校と協働した活動 等 

イ 活性化の取組期間は、３年間を

原則とし、入学者の状況や生徒の

進路実現の状況、活性化の取組な

ど、その活動と成果について毎年

度検証を行い、３年経過後に、そ

の後の方向性を検討する。なお、

活性化に係る取組期間中に、大幅

な欠員が生じた場合には、３年間

の活性化の取組を継続しつつ、地

域の中学校卒業者数の見込み等を

ふまえ、必要に応じて学級減を行

うこととする。 

ウ ３年間の取組期間が経過した

後、２学級規模を維持している学

校は、本活性化計画の期間中、引

き続き活性化に取り組むこととす

る。また、１学級規模となった学

校については、取組期間３年目を

含め２年連続して入学者数が定員

の３分の２に満たない場合には、

生徒にとって望ましい教育環境を

整備する観点から、統廃合や設置

形態の変更など、生徒の学びを保

障するためのあらゆる可能性につ

いて協議する。 

  活性化計画最終年度の平成 33

年度に、総括的な検証を行い、そ

の後のあり方を改めて検討するこ

ととする。 

○１学年２学級の高等学校のうち、

地域の協力による活性化の取組が

困難な場合や地域の状況、学校・

学科の特色、生徒の通学実態等を
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番号 骨子案 中間案 変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１学年３学級以上の学校であって

も地域における学習ニーズへの対

応や、魅力ある教育環境の整備を

図る観点から必要である場合に

は、地域全体の高等学校のあり方

を考えるなかで、近隣の高等学校

との統廃合等による活性化も検討

する。 

考慮しても、近隣の高等学校との

統廃合や分校化がよりよい教育環

境を維持するうえで望ましいと考

えられる場合には、統廃合等を視

野に入れて活性化に係る協議を行

う。 

 

（１学年３学級以上の高等学校） 

○１学年３学級の高等学校は、今後、

中学校卒業者数の減少が予測され

るなかで、学校の活力を維持して

いく観点から、状況に応じて、上

記の２学級の学校と同様の協議会

を設置し、２学級の学校に準じて

活性化の取組を進める。 

○１学年９学級の高等学校について

は、８学級以下の学校規模となるよ

う、各地域の中学校卒業者数の推移

等を考慮しつつ検討を進める。 

○地域における学習ニーズへの対応

や魅力ある教育環境の整備を図る

観点から必要である場合には、１

学年３学級以上の高等学校であっ

ても、地域全体の高等学校のあり

方を考えるなかで、近隣の高等学

校との統廃合等による活性化も検

討する。 
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３ 「組み体操」等における事故防止の取組について 

                      
１ 「組み体操」等における事故防止のこれまでの取組について 

運動会等で実施される「組み体操」等については、全国で年間 8,000件を上回

る負傷者が発生し、社会的な関心を集めているところです。県内公立小中学校に

おいても、平成 26年度は 195件、平成 27年度は 175件発生しており、「死亡・後

遺障害」等は０件でしたが、２年間で 370件発生していました。 

  このため、「組み体操」等における事故防止に向けて、以下の取組を進めてきま

した。 

（１）平成 28年１月、市町教育委員会に対して「組み体操」等に係る事故の発生状

況について調査し、調査結果に基づいて、市町教育委員会体育担当者会議にお

いて、事故防止に向けた検討を行いました。 

（２）平成 28年３月、県教育委員会として、調査や検討結果を整理し、スポーツ庁

から示された指針等とも整合を図ったうえで、「組み体操における事故防止の指

導上留意点」として取りまとめ、市町教育委員会を通じて全ての学校に周知を

行いました。 
また、各市町教育委員会は、校長会や各校体育担当者会議等において過度に

高さを求めるのではなく、各校の実態に合わせた安全対策の取組を進めるよう、

注意喚起と安全対策を講じるよう働きかけを行いました。 

（３）平成 28年７月、日本体育大学荒木達雄教授を講師として招聘し、各学校の体

育担当者を対象とした、安全な「組み体操」等の指導の実技研修等を実施する

とともに、より多くの教員が研修内容を共有できるように、ネットＤＥ研修講

座として、インターネット上で視聴できるようにしました。 
 

２ 平成 28度「組み体操」等における事故発生状況について 

（１）平成 28年度運動会・体育祭等における「組み体操」等の実施状況 

 小学校：287校（全 371校のうち、77.4％） 

    中学校： 13校（全 157校のうち、 8.3％） 

    【参考】平成 27年度において、「組み体操」等を実施した学校 

        小学校：314校（全 375校のうち、83.7％） 

        中学校： 13校（全 158校のうち、 8.2％） 

（２）平成 28年度「組み体操」等における事故発生件数（平成 28 年 12 月 1 日現在） 

県内公立小中学校における「組み体操」等における事故発生件数（表１）は、

前年度の半数以下の 84件となり、その内、骨折件数も、前年度の３分の１程度

の 17件に減少しました。このことは、県・市町教育委員会・学校が連携して事

故防止に向けて取り組んだことにより、専門的な練習方法の理解や各校におけ

る安全対策が進んできた成果であると考えます。 

   引き続き、市町教育委員会と連携し、研修会等を通じて各学校に「組み体操」

等における事故防止の好事例を共有するなど事故防止に努めてまいります。（参

考） 
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【参考】各市町、各校での取組例 

【市町】 
○ 校長会等で、県教育委員会からの通知、冊子等を配付し、保護者・地域の理

解のもと、安全に配慮して行うよう指導した。 
○ 各校から「組み体操」等の練習計画を提出させ、安全に配慮する意識を徹底

させた。 
○ 事故が発生したら、学校はすぐに教育委員会へ報告し、教育委員会は学校へ

行き、事故が発生した時の詳細や今後の対応等の聞き取りを行った。 
○ 県の指針に加え、練習期間を１か月以上とするよう通知した。 
【学校】 
○ 冊子「組み体操における事故防止の指導上留意点」をもとに個々の児童の実

態を踏まえ、安全に配慮した指導を行い、教員の役割分担や補助をする教員

を増やすなど体制作りを改善し、練習時から当日に至るまで児童の事故防止

に努めた。 
○ 短期間の練習だけでなく、学年の発達段階を考慮して、自分の体を支える運

動を重視するよう、体育科の年間指導計画を見直した。 
○ 実技研修会で学んだ「３人扇」や安全で見栄えのする技を取り入れ、児童へ

の負担を減らしながら、演技構成の工夫を行い、保護者からも好評を得た。 
○ これまで慣例により行っていた技（高さ・段数等）を見直し、児童の実態に

合わせた演技構成を行った。 
 

表１「組み体操」等における事故発生件数

事故 うち骨折

平成26年度 195 62

平成27年度 175 52

平成28年度 84 17

表２ 事故の発生状況等について （件）

ピラミッド タワー
肩車

サボテン
倒立 飛行機

隊形
移動中

その他 計

平成26年度 41 41 43 37 6 5 22 195

平成27年度 40 32 42 24 11 5 21 175

平成28年度 9 11 23 15 4 4 18 84

表３ 骨折事例の発生状況等について （件）

ピラミッド タワー
肩車

サボテン 倒立 飛行機
隊形

移動中 その他 計

平成26年度 12 14 11 16 0 2 7 62

平成27年度 11 12 11 5 6 1 6 52

平成28年度 2 0 3 5 0 3 4 17

（平成28年12月1日現在）
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４ 「文化交流ゾーン」について 

 
 三重県では、県総合博物館の開館を契機に、県総合文化センター周辺の各県

立文化施設(注)が中核的な拠点（文化交流ゾーン）を形成することにより、県民

の皆さんが心の豊かさと安らぎを感じ、知的な刺激を受けられるよう、文化に

ふれる機会を多く提供することを、「みえ県民力ビジョン」等で明らかにして施

策を展開しています。 
 文化交流ゾーンを構成する各施設が、それぞれの独自性を発揮しながら、集

積の利点を生かして互いの連携を強化することで、これを一層効果的に実現で

きることから、三重県文化審議会に意見を伺うなどして、運営面等に関して検

討を進めてきました。 
 現在の検討内容と今後のスケジュールは以下のとおりです。 
 （注） 県総合文化センター（図書館を含む）、県総合博物館、県立美術館 
 
１ 現在の検討内容 

 (1)  文化交流ゾーンの目的 

 三重の文化振興・生涯学習・人材育成・地域づくりに一層貢献する「学び・

体験・交流の場」となることを目的とします。 

（2） 文化交流ゾーンの目的達成に向けた取組 

各館等は、それぞれ魅力向上のための不断の努力・研究を行い、独自性を生

かしながら関係法令やこれをふまえた使命等に基づく役割を果たすとともに、

連携・協力して集積の利点を生かした施設運営・事業展開を行います。 
これを効果的に行うため、次のとおり運営面等の改善を行う方向で検討を進

めています。 

①「文化交流ゾーン連携・経営推進会議」の設置 

各施設の長（総合文化センターは指定管理者の代表等）、環境生活部、教育

委員会、文化振興や生涯学習等に関する有識者等（注 1）で構成する「文化交流

ゾーン連携・経営推進会議(以下、「連携・経営推進会議」という。)」（注 2）を

設置し、各館の事業等に関して知の共有を行うとともに、連携の強化を図りま

す。 

（主な所掌事務） 

ア 利用者及び県民の要望並びに社会の要請に十分留意して各館等が策定する

事業計画等に関する協議・調整 

イ 事業計画の達成状況等に関して各館等が自己評価結果をふまえて立案する

改善取組に関する協議・調整 

ウ 「文化交流ゾーン連携・協力計画」の策定・改定 
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ａ 各館の事業計画の達成に向けた連携・協力 

ｂ 公演や展覧会、講演・講座、調査研究をはじめとする各種事業における

連携・協力 

ｃ 広報及び営業活動をはじめとする利用者増加に向けた取組に関する連

携・協力 

ｄ 施設の利用に関する連携・協力 

ｅ 多様な財源の確保や支出節減に向けた連携・協力 

（注 1）・有識者については、常任の構成員以外に、臨時的に専門的事項に関し識見を 

有する者の出席を求め、意見を聴くことも可とする 

（注 2）・連携・経営推進会議は原則月一回開催 

     ・下部組織として、実務者会議（管理部門・事業部門）も設置 

    

②一部指定管理の導入 

 既に、指定管理者制度を導入している総合文化センターに加え、新たに美術

館、総合博物館、図書館の業務の一部に指定管理者制度を導入します（注）。こ

れにより施設管理の効率化を図るとともに、職員が学芸業務や司書業務といっ

た基幹業務において一層専門性を発揮し、より良い県民サービスを提供出来る

環境を整備します。 

なお、指定管理業務の仕様については、現在、各館等と調整しています。 

（注） 各施設の指定管理者は、同一の団体とすることを想定 

（指定管理の対象となる主な業務） 

ア 施設管理  ・・・施設や設備の保守管理、警備、清掃 

イ 広報の一部 ・・・ゾーン全体に関する広報 

ウ 経営分析の一部・・・利用いただいていない方のニーズ把握など、文化

交流ゾーンや各館の経営に資する調査・分析 

 

２ 今後の主な予定 

各館や関係部局との調整を進め、速やかに上記の仕組みにより運営等を行っ

ていきたいと考えています。 

 

平成 29年  ２月  定例月会議に当初予算（指定管理に係る債務負担行為）、

関係条例改正案(総合博物館、美術館及び図書館に一部

指定管理を導入するための改正)を提出 

平成 29年度 ６月  指定管理候補者選定委員会を設置 

11月 指定管理者の指定議案を提出 

１月～３月 指定管理協定締結 

「連携・経営推進会議」構成員等の委嘱 

平成 30年度 ４月 「連携・経営推進会議」運用開始、一部指定管理導入 
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５ 「山・鉾・屋台行事」のユネスコ無形文化遺産登録について 

  
１ 概要 

 ユネスコ無形文化遺産保護条約第 11回政府間委員会（於：エチオピアのアデ

ィスアベバ）において、平成 28 年 12 月１日（木）（日本時間）に、「山・鉾・

屋台行事」のユネスコ無形文化遺産登録の決議がなされました。 

「山・鉾・屋台行事」は、地域社会の安泰や災厄防除を願い、地域の人々が

一体となって執り行う「山・鉾・屋台」の巡行を中心とした祭礼行事です。こ

の度、ユネスコ無形文化遺産登録に決定されたのは、国指定重要無形民俗文化

財である行事 33 件で、本県の「桑名石取祭の祭車行事」（桑名市）、「鳥出神社

の鯨船行事」（四日市市）、「上野天神祭のダンジリ行事」（伊賀市）の３件が含

まれています。 

 
２ これまでの取組 

県教育委員会では、３件の行事の価値を継承していくために、保存会等が実

施する用具の修理や新調、伝承者養成などの事業に対して、国及び県の補助事

業を活用して財政支援を行っています。 

「山・鉾・屋台行事」のユネスコ無形文化遺産登録に際しては、桑名市、四

日市市、伊賀市への助言を行うとともに、文化庁、全国山・鉾・屋台保存連合

会と連携した取組を進めてきました。 

また、３件の行事に関する映像を作成するとともに、関係３市との共催によ

るパネル展を県内や東京で実施しているところです。12 月６日（火）には、知

事と関係市の市長、保存会代表が面談を行い、保存・継承、情報発信などの今

後の方針について話し合いを行いました。 

 
３ 今後の対応 

今後も、国や県の補助事業を活用した用具の修理や新調及び伝承者養成に対

して補助を実施するなど、関係３市及び地元保存会と協力して、「山・鉾・屋台

行事」の価値が保存・継承されるように努めていきます。 

また、来年２月 26日（日）に、三重県庁講堂において、三重県知事と「山・

鉾・屋台行事」関係者とのトークセッションを予定しており、今後とも関係３

市等と連携した情報発信を進めていきます。 

 

＜参考＞ 

【三重県教育委員会・関係３市共催のパネル展実施個所】 

 ・平成 28年 11月 28日（月）～12月２日（金） 県庁県民ホール 

 ・平成 28年 12月７日（水）～12月 11日（日） 三重テラス 

 ・平成 29年１月 21日（土）～１月 29日（日） 伊勢市立伊勢図書館 

 ・平成 29年２月 18日（土）～２月 24日（金） 志摩市阿児アリーナ  
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【３市等による情報発信の取組】 

○桑名市 

 ・平成 28年 10月 23日（日）ユネスコ無形文化遺産登録祈念体験講座 

（県補助事業） 

 ・平成 28年 11月５日（土）～12月 11日（日）ユネスコ無形文化遺産登録祈

念特別展示「祭礼の美 ～石取祭と祇園祭～」 於：桑名市博物館 

  （県後援事業） 

  
○四日市市 

 ・平成 28年 12月 11日（日）国指定重要無形民俗文化財「鳥出神社の鯨船行

事」ユネスコ無形文化遺産登録記念シンポジウム「天下の勇祭 富田の鯨

船を語ろう！」 於：四日市市民会館（県後援事業） 

 ・平成 28年 12月６日（火）～12月 11日（日）鯨船山車の展示 於：そらん

ぽ四日市（四日市市立博物館） 

 

○伊賀市 

 ・平成 28 年９月 11 日（日）上野新町楼車見送幕完成披露イベント～ユネス

コ無形文化遺産登録を祈念して～ 於：ハイトピア伊賀（県補助事業） 

 ・平成 28年 10月 23日（日）ユネスコ無形文化遺産登録祈念だんじりウォー

ク 於：伊賀市上野（県補助事業） 

 ・平成 28 年 12 月 1 日（木）～平成 28 年 12 月 27 日（火）明治 39 年上野天

神楼車写真展 於：上野図書館 

 ・平成 28年 12月１日（木）～平成 29年１月 29日（日）「山・鉾・屋台行事」

ユネスコ無形文化遺産登録記念 上野歴史民俗資料館特別展 「上野天神

祭のダンジリ行事」 於：上野歴史民俗資料館 

 ・平成 28年 12月 18日（日）登録記念シンポジウム Ⅰ部「ユネスコ無形文

化遺産に至る経過について」、II部：「日本の祭文化と上野天神祭について」 

於：上野西小学校（上野文化美術保存会主催） 

 ・平成 29 年１月 14 日（土）ユネスコ無形文化遺産登録記念 お囃子体験教

室 於：上野歴史民俗資料館（県補助事業） 

 
【「山・鉾・屋台行事」のユネスコ無形文化遺産登録に至る経緯】 

・平成 21年９月：「京都祇園祭の山鉾行事」（京都府）、「日立風流物」（茨城県）

がユネスコ無形文化遺産に登録される。 

・平成 23年 11月：「秩父祭の屋台行事と神楽」（埼玉県）、「高山祭の屋台行事」

（岐阜県）のユネスコ無形文化遺産登録への提案が、既に登録されていた「京

都祇園祭の山鉾行事」、「日立風流物」との類似性を指摘され、「情報照会」の

決議を受ける。 
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・平成 26年３月：日本政府が「京都祇園祭の山鉾行事」、「日立風流物」を拡張

し、国指定重要無形民俗文化財 32件を「山・鉾・屋台行事」としてグループ

化してユネスコへの提案を行う。 

なお、この 32 件には、本県の「桑名石取祭の祭車行事」（桑名市）、「鳥出神

社の鯨船行事」（四日市市）、「上野天神祭のダンジリ行事」（伊賀市）の３件

が含まれている。 

・平成 26 年６月：ユネスコの審査件数の上限（50 件）を上回る提案（61 件）

が各国よりあったため、①無形文化遺産の登録がない国の提案、②複数国に

よる提案、③同一サイクル内で他の提出国と比べて登録が少ない国の提案、

の審査を優先するという「ユネスコ無形文化遺産保護条約の運用指示書」の

規定に基づき、登録件数が世界第２位である我が国の審査が１年先送りされ

ることとなる。 

・平成 27年３月：日本政府が、「山・鉾・屋台行事」を、平成 26年に国重要無

形民俗文化財に新指定された１件を追加した 33件として再提案を行う。 

・平成 28 年 10 月 31 日（月）：ユネスコ評価機関による「ユネスコ無形文化遺

産への登録が適当」との勧告が発表される。 

・平成 28 年 12 月１日（木）（日本時間）：ユネスコ無形文化遺産登録が決議さ

れる。 
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「桑名
くわな

石取
いしどり

祭
まつり

の祭車
さいしゃ

行事
ぎょうじ

」（桑名市） 

桑名石取祭の祭車行事は、桑名市中心部に鎮座する春日神社（桑名宗社）に

対して行われる行事で、氏子町内から祭車と呼ばれる車が出され、鉦、太鼓で

激しく囃しながら曳き回される。 

 この行事は、本来夏の禊ぎ祓いの意味を持ち、清らかな石をとって祭地を浄

める祭りで、現在は氏子の各町内が 11の組に分かれて参加する。 

 由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示す典型的なも

のとして、平成１９年３月７日に重要無形民俗文化財に指定されている。 
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「鳥
とり

出
で

神社
じんじゃ

の 鯨
くじら

船
ぶね

行事
ぎょうじ

」（四日市市） 

 

鳥出神社の鯨船行事は、毎年８月１４日と１５日に、四日市市富田地区の北

島組・中島組・南島組・古川町の４つの集団で行われる、鯨船と張子の鯨を使

い、捕鯨の所作を行う行事である。 

 この行事は、鯨突きが象徴する漁撈が漁村にもたらす豊かな生活を祈念する

意識を背景に、風流行事の中に捕鯨習俗を取り入れて伝えているものである。 

由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示す典型的なも

のとして、平成９年１２月１５日に重要無形民俗文化財に指定されている。 
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「上野
うえの

天神
てんじん

祭
まつり

のダンジリ
だ ん じ り

行事
ぎょうじ

」（伊賀市） 

 

上野天神祭のダンジリ行事は、三重県伊賀市に鎮座する菅原神社（上野天

神宮）の秋祭りとして行われ、印、ダンジリ、鬼行列などが町内を巡行する

行事である。１０月２３日は宵山、２４日は足揃えの儀が行われる。２５日

は本祭りで御輿の渡御に続いて鬼行列、印、ダンジリが巡行する。 

この行事は、上野の町の神が宿る神輿、各町の神が宿る印をダンジリが囃

す形式をとることが特徴とされ、伊賀を代表する秋祭りとして広く知られて

いる。 

由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示す典型的な

ものとして、平成１４年２月１２日に重要無形民俗文化財に指定されている。 
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６ 審議会等の審議状況について（平成 28年 9月 15日～平成 28年 11月 20日） 

 

１ 三重県教育改革推進会議 

１ 審議会等の名称  第３回三重県教育改革推進会議 

２ 開催年月日  平成２８年１０月２５日 

３ 委員 
 会 長  山田 康彦 
 副会長  藤原 正範 
 委 員   淺川 由子  他６名 （出席者計９名） 

４ 諮問事項 次期県立高等学校活性化計画（仮称）の策定について 

５ 調査審議結果 

次期県立高等学校活性化計画（仮称）を策定するにあたっ

て、県立高等学校の活性化方策および規模の考え方について

審議しました。 

 

(主な意見) 

１ 県立高等学校の活性化方策について 

・「（２）社会とつながり貢献する力の育成」と「（４）地

域で学び地域を活かす教育の推進」を統合するなど、構成

を一部変更した方が分かりやすい。 

・人権教育の推進にあたっては、生徒一人ひとりの個性や生

き方を互いに認め合い尊重される多様性の視点が大切で

ある。 

・運動部活動活性化や競技力向上にかかる記述が少ない。外

部指導員の招へい等の取組を位置づけるべきではないか。 

・文化部活動で身につけたスキルを生徒が自主的に地域で活

かしていくという視点が大事である。 

・卒業生が大学や社会のことを現役生に教えるなど、卒業生

のネットワークを活用していく取組が高校の活性化につ

ながるのではないか。 

・利用しやすい奨学金制度に加えて、高校卒業後も生活して

いける、自立していけるといった視点が大切である。 

・企業の現場や実態を知る取組は、職業系専門学科の生徒だ

けでなく進学校の生徒にとっても重要である。 

・教員の資質向上のため、修士・博士の採用枠を設けたり、

学校現場で必要とされていることを大学の講座として設

定したり、指導主事が大学で講義するなど、教員の採用・

養成段階の取組を充実する必要がある。 

 

２ 県立高等学校の規模の考え方について 

・教育の質の保証や生徒の社会性育成のため、高校には一定

の規模が必要である。小規模校を存続する場合には、例え

ば地域振興のために戦略的に重要な学校であるなど、積極

的な理由が説明できないと県民の納得は得られない。 
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・高校においては、多様な人と交流し、多様な経験をするこ

とが大切である。規模のある学校には多様な生徒がいるた

め、個性の強い生徒でも孤立することなく高校生活を送る

ことができる。 

・地域の特色を生かした職業専門学科を設けることが小規模

校の活性化につながる。大規模校よりも小規模校の方が特

色を出しやすい。 

・小規模校はデメリットよりも、一人ひとりの子どもに手が

届くことなどメリットの方が大きい。授業や部活動で他校

との交流を推進することにより、小規模校のデメリットを

最小化することができる。 

・小規模校では運動部活動の種類が限定されるというデメリ

ットについては、種目のターゲットを絞り、指導の充実を

図ることでメリットに変えることができる。 

・小規模校を存続するにあたっては、地域からの積極的な支

援が必要不可欠である。校内の取組を活性化するだけでは

存続は難しい。 

６ 備考 次回開催：第４回 平成２８年１１月１４日   
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１ 審議会等の名称  第４回三重県教育改革推進会議 

２ 開催年月日  平成２８年１１月１４日 

３ 委員 
 会 長  山田 康彦 
 副会長  藤原 正範 
 委 員   淺川 由子  他６名 （出席者計９名） 

４ 諮問事項 次期県立高等学校活性化計画（仮称）の策定について 
小中連携教育・小中一貫教育について 

５ 調査審議結果 

次期県立高等学校活性化計画（仮称）の中間案（素案）お

よび小中連携教育・小中一貫教育について審議しました。 

 

(主な意見) 

１ 次期県立高等学校活性化計画（仮称）中間案（素案）に

ついて 

・基本的な考え方に生命を大切にする教育や労働に関する教

育が追加されたことは意義がある。 

・構成を変更したことにより、三重県の特性を踏まえた職業

教育に関する記述が弱くなったと感じるので、記述に工夫

が必要である。 

・高校は小中学校と異なり通学範囲が広いので協議会の設置

など地域と一体となった活性化の取組は難しい面もある

が、工夫して取り組んで欲しい。 

・幼稚園との連携に関する記述があるが、連携の対象は保育

所や認定こども園もあるのでそれが分かるようにするべ

きである。 

 

２ 小中連携教育・小中一貫教育について 

・津市では来年度から義務教育学校を設置する。小中一貫教

育は教育内容の充実や中１ギャップの解消等の面で効果

が大きいと考えている。 

・小中一貫教育が導入され、どのような成果や課題があるの

かを丁寧に情報共有していくことが県の役割として重要

である。 

・教育制度が大きく変わる時期なので、県には教員配置等の

面でサポートを期待したい。 

・小学校と中学校の教員間には意識の違いがあるので、人事

交流を進めるなど意思共有を図っていくことが重要であ

る。 

・小中一貫教育は非常に大切な取組であり、情報共有や人事

交流に加えて、小中一貫教育に関する研究や研修を大学等

とも連携しながら進めるなど、理論的・実践的に市町をバ

ックアップする取組を県が進めていくべきである。 

６ 備考 次回開催： 第５回 ２月予定 

41




